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序     文 

 
日本国政府は、スリランカ民主社会主義共和国政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援

に係る調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 
当機構は、平成 18 年 11 月 5 日から 11 月 16 日まで調査団を現地に派遣しました。 
調査団は、スリランカ民主社会主義共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施

し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 
この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 
終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
 
 

平成 18 年 12 月 
 

独立行政法人 国際協力機構 
    無償資金協力部長 中川 和夫





農業開発省との協議 スリランカでの一般的な食事
カレー、ホッパー（米粉にココナツミルクと水を混ぜ発
酵させたもの）、コメ等が一般的である。

農民グループとの協議
ハンバントタ(Hambantota)県Tanamawila地域にて

サイト調査を実施した地域の民家
ハンバントタ(Hambantota)県Tanamawila地域にて

人力による耕起作業
マータラ(Matara)県Uragasmanhandiya地域にて

歩行用トラクターによる耕起作業
マータラ(Matara)県Uragasmanhandiya地域にて

写　真



2KRにて約15年前に購入した歩行用トラクター
修理をしながら調査時点でも稼動可能であった。
マータラ(Matara)県Karandeniya地域にて

2004年度2KRにて購入した歩行用トラクター
マータラ(Matara)県Deniyaya地域にて

Ambalantota国営種子農場
コメ圃場約20ha
ハンバントタ(Hambantota)県Ambalantota地域

Ambalantota国営種子農場
2KRで調達したコンバイン
ハンバントタ(Hambantota)県Ambalantota地域

Ambalantota国営種子農場
2KRで調達した乗用トラクター
ハンバントタ(Hambantota)県Ambalantota地域

Ambalantota国営種子農場
2KRで調達した歩行用トラクター
ハンバントタ(Hambantota)県Ambalantota地域
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第 1 章 調査の概要 

 

1-1  背景と目的 
 

(1)  背景 

 日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として

成立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約1に基づき、1968 年度から食糧援助

（以下、「KR」という）を開始した。 

 一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農

業物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以

降、日本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業

資機材についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算をKRから切り離し、「食糧増産援助（Grant 

Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援と共に「2KR」という）」と

して新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を

支援することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対

し 2KR を実施してきた。 

 一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援助（2KR）

の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開すると

ともに、廃止を前提に見直す」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革「行動計画」において、

「2KR については廃止も念頭に抜本的に見直す」ことを発表した。 

 外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」

という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～

12 月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年

12 月に以下を骨子とする「見直し」を発表した。 

① 農薬は原則として供与しないこと 

② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認し

た上で、その供与の是非を慎重に検討すること 

③ 上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60%削減すること 

④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR の

あり方につき適宜見直しを行うこと 

 

 上記方針を踏まえ外務省は、平成 15 年度からの 2KR の実施に際して、要望調査対象国の中か

ら、予算額、我が国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国

を選定し、JICA に調査の実施を指示することとした。 
                                                        
1 現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど 7 カ国、および EU（欧州連合）とそ

の加盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万トンとなっている。 
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 また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り

資金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意

見交換会の制度化 

③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 

 

 平成 18 年度については、供与対象候補国として 19 カ国が選定され、その全てに調査団を派遣

予定である。調査においては、ニーズ、実施体制、要請の具体的内容及び根拠、ソフトコンポー

ネント協力の必要性、技術協力との連携可能性等について従来以上に詳細な情報収集、分析を行

うとともに、国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係者から 2KR に対する意見を聴取す

ることとし、要請内容の必要性及び妥当性にかかる検討を行った。 

 

 なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向

けた開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と

検討を踏まえ、平成 17 年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援（Grant Assistance for 

Underprivileged  Farmers）」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農とすることを一層明確化

することを通じ、その上で、食糧生産の向上に向けて支援していくこととした。 

 
(2)  目的 

本調査は、スリランカ民主社会主義共和国（以下「ス」国という）について、平成 18 年度の貧

困農民支援（2KR）供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討す

ることを目的として実施した。 
 

 

1-2  体制と手法 
 
(1)  調査実施手法 

 本調査は、国内における事前準備作業、現地調査、国内解析から構成される。 

 現地調査においては、「ス」国政府関係者、国際機関、NGO、資機材配布機関／業者等との協

議、サイト調査、資料収集を行い、「ス」国における 2KR のニーズ及び実施体制を確認するとと

もに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の国内解析においては、現地調査の結果を

分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 

 
(2)  調査団構成 

総括 植嶋 卓巳 JICA スリランカ事務所 所長 

実施計画 吉川 泰紀 財団法人 日本国際協力システム 業務部  
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(3) 調査日程 
     日程 宿泊 

1 11/5 日 
SQ637 東京（11:30）- シンガポール（18:00） 

SQ468 シンガポール（22:45）- コロンボ（23:55） 
コロンボ Colombo 

2 11/6 月 
JICA スリランカ事務所協議、在スリランカ日本国大使館協議 

農業開発省表敬・協議、財務計画省表敬・協議 
コロンボ Colombo 

3 11/7 火 農業開発省協議、FAO 協議 コロンボ Colombo 

4 11/8 水 WFP 協議、IFAD 協議、GTZ 協議 コロンボ Colombo 

5 11/9 木 
農機メーカー訪問、FAO 協議 

ゴール（Galle）県へ移動 

ヒッカドゥア

Hikkadua 

6 11/10 金 

サイト調査 

ゴール（Galle）県 

Urgasmanhandiya 農業サービスセンター・農民組織 

Karandeniya 農業サービスセンター・農民組織 

Wandurramba 農業サービスセンター・農民組織 

マータラ（Matara）県 

Deiyandara 農業サービスセンター・農民組織 

テッサマハーラーマ

Tissamaharama 

7 11/11 土 

サイト調査 

Weerawila 農業サービスセンター・農民組織 

Thanamalawilan 農業サービスセンター・農民組織 

国営種子農場 

エンビリティア

Embillipitiya 

8 11/12 日 移動コロンボ（Colombo）へ コロンボ Colombo 

9 11/13 月 
農業開発省協議 

農機代理店訪問 
コロンボ Colombo 

10 11/14 火 農業開発省ミニッツ協議 コロンボ Colombo 

11 11/15 水 

ミニッツ署名 

在スリランカ日本国大使館報告、JICA スリランカ事務所報告 

 

コロンボ Colombo 

12 11/16 木 
SQ469 コロンボ（01:10）- シンガポール（07:35） 

SQ012 シンガポール（09:40）- 東京（17:05） 
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Mr. Jac Priyal Factory Manager 
 



5 

  
  
在スリランカ日本国大使館 

大西英之 参事官 
渡邉泰浩 二等書記官 
 

JICA スリランカ事務所 
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第 2 章 当該国における農業セクターの概況 

 

2-1 農業セクターの現状と課題 
 
(1) 「ス」国経済における農業セクターの位置づけ 

「ス」国経済は従来までの社会主義的な国家政策から 1978 年の政権交代により自由主義体制に

移行し、肥大した公共部門の削減、輸出振興政策、国内金融制度の自由化政策へ転換したことに

より、経済状況は好転した。内戦により治安が悪化した 2000 年を除いて、国内総生産（GDP）成

長率も上昇傾向にあり、2001 年のマイナス 1.5％から 2004 年にはプラス 5.4％となっている。一

人当たりの GDP で見ると 1,031US ドルで（表 2-1）、IMF（国際通貨基金）の発表では世界 181

ヶ国の中で 111 位である。（International Monetary Fund, World Economic Outlook Database） 

  

表 2-1 GDP の推移 

                             （単位：US ドル） 
  2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

一人当たりの GDP        899        841        870        948       1,031

GDP 成長率    N.A.   -1.5％    4.0%    6.0%    5.4%

（出典：Central Bank of Sri Lanka） 

 

GDP における農業セクターの占める割合は 2001 年の 20.1％から 2005 年には 17.2％に低下して

いるが (表 2-2)、「Statistics Abstract 2006」によると、全就労人口 731.1 万人のうち 32.6%が農業

に従事しており、全産業のうち最も占有率が高い（表 2-3）。また FAO の「スリランカの農業セ

クター」（Agricultural Sector in Sri Lanka）によれば、地方に住む約 65％の世帯が農業で生計を立

てており、地方における主要な産業が農業であることが分かる。 

 

表 2-2 分野別 GDP の割合 

                         （単位：％） 
  2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

農業 20.1 20.5 19.0 17.8 17.2 

製造業 26.8 26.3 26.4 26.8 27.1 

サービス業 53.1 53.2 54.6 55.4 55.7 

（出典：ADB データベース） 
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               表 2-3 産業別労働人口割合 

（単位：％） 
分野 占有率 

農業 32.6 
製造業 17.0 
建設業 5.2 
貿易・ホテル業 13.0 
運輸・通信業 6.2 
保険・不動産業 2.3 
サービス業 18.5 
その他 1.8 
未定義 3.4 

合計 100.0 

（出典：Statistics Abstract 2006） 

 
 

(2)  自然条件 

① 気候条件 

「ス」国は熱帯モンスーン地帯に属しており、年間を通じて気温の変動が少ない。10 月から

3 月にかけて北東モンスーンの影響が強い時期をマハ期と呼び、10 月から 12 月にスリランカ全

土に雨をもたらす。また 4 月から 9 月にかけて南西モンスーンの影響が強くなる時期をヤラ期

と呼び、4 月から 6 月に主として中央高地の南西側に雨をもたらす。 

年間降水量の多寡により、ヤラ期に 1,000mm 以上の降水量がある湿潤な南西部のウェットゾ

ーン、降水量 1,000mm未満の地域を乾燥地域であるドライゾーンに、国土は大きく二分される。 

なおヤラ期の雨量が 500mm 以上 1,000mm 未満のドライゾーンとウェットゾーンの狭間をイ

ンターミディエイトゾーンと呼ぶこともある。 

ウェットゾーンでは、天水利用の在来型農業によるコメの二期作が行われ、山あいではココ

ナツ、バナナ、パイナップル等が相互に間作で栽培され、高地では茶（紅茶）、野菜等の栽培も

盛んである。 

ドライゾーンでは、天水依存型の場合はコメの一期作が、灌漑施設を有する地域ではコメの

二期作、裏作として他の食用作物、野菜の栽培を行っている。 

 

図 2-1 に「ス」国の気候分布図を示す。 
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図 2-1 気候分布図 
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 ② 土地利用状況 

「ス」国の国土面積 6,561 千 ha の約 13.6%にあたる 895 千 ha が 2003 年における耕地面積で

ある（表 2-4）。2001 年 869 千 ha、2002 年 885 千 ha と微増傾向にあることが分かる。また「ス」

国の農業は、主として従来からの茶（紅茶）、ゴム及びココナツのプランテーションと、イネ及

びその他食用作物（Other Field Crops=トウモロコシ、ミレット、ダイズ、マメ類、トウガラシ

及びタマネギ等）栽培に大別されている。 
 

表2-4 土地利用形態 
                            （単位：1,000 ha） 

 
土地利用形態 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

国土全体  6,561 6,561 6,561 n/a n/a 

  陸地面積 6,463 6,463 6,463 n/a n/a 

   農地面積 2,329 2,345 2,350 n/a n/a 

    耕地面積 869 885 895 n/a n/a 

    （灌漑面積） (651) (662) (665) n/a n/a 
    永年作物 1,020 1,020 1,015 n/a n/a 

    草地 440 440 440 n/a n/a 

（出典：FAO STAT） 
 
 

(3)  食糧生産状況 
① 食糧自給状況 

「ス」国では、大多数の国民がイネ、タマネギ、トウガラシ及びマメ類を材料とするカレー

を毎日食しており、生活に欠かせない国民食となっている。コメはほぼ自給を達成しているが、

カレーの材料であるタマネギ、トウガラシ、マメ類を含めた総合食糧自給率（カロリーベース）

は約 65％と推定され（「スリランカの食料・農業（2005 年）」、河口正紀 JICA 専門家）、いまだ

主要食用作物の自給は達成されていない。 
2000 年から 2004 年までの 5 年間で見ると、2004 年を除きコメ2の自給率が 95％を越えてい

るが、トウモロコシ、豆類、タマネギについては、その大部分を輸入に頼っており、自給率は

40%以下にとどまっている。特にトウモロコシ、豆類については 20％を下回る低いレベルにあ

る。 
また「ス」国は従来より旱魃や洪水などの自然災害の多い国であったが、2004 年 12 月のス

マトラ沖大地震による津波で、南部から北東部の海岸線一帯を中心に深刻な被害を受け、多く

の被災者を出している。国連人道問題調整局（OCHA）によると 2005 年 6 月時点で死者 3 万 1
千人、行方不明者 4 万 1 千人、避難民は 51 万人以上となっている。2006 年 12 月時点では国際

機関や我が国をはじめ海外からの支援も多く集まっているものの、上記津波被害の影響から農

業生産は大きく落ち込んでおり、食糧自給状況も悪化しているものと予想されている。 
 

                                                        
2 作物はイネ、生産物をコメとした。 
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表 2-5 主要作物の自給状況 
（単位：1,000 トン） 

作物   2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

生産量 2,859.90 2,695.08 2,859.48 3,071.21 2,628.00 

輸入量 21.84 76.39 139.85 50.77 325.90 

在庫増減 16.57 -89.09 -14.32 0 0 

輸出 2.95 2.65 3.16 3.13 3.50 

国内供給量 2,862.22 2,857.91 3,010.49 3,118.85 2,950.40 

イネ 

自給率 99.9% 94.3% 95.0% 98.5% 89.1%

生産量 31.05 28.75 26.41 29.65 35.20 

輸入量 123.11 157.40 94.59 136.70 148.87 

在庫増減 0 0 0 0 0 

輸出 0 0 0 0 0 
国内供給量 154.16 186.15 121.00 166.35 184.07 

トウモロコシ 

自給率 20.1% 15.4% 21.8% 17.8% 19.1%

生産量 4.97 4.26 4.14 5.40 4.77 

輸入量 0 0 0 0 0 

在庫増減 0 0 0 0 0 

輸出 0 0 0 0 0 

国内供給量 4.97 4.26 4.14 5.40 4.77 

ミレット 

自給率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

生産量 24.45 20.18 21.82 26.47 18.86 

輸入量 90.11 102.84 114.30 100.59 103.97 

在庫増減 -0.74 0.01 -0.23 0.00 0.00 

輸出 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
国内供給量 115.06 122.87 136.21 126.92 122.69

マメ類 

自給率 21.2% 16.4% 16.0% 20.9% 15.4%

生産量 79.65 68.83 66.89 67.82 76.97 

輸入量 123.45 112.89 131.94 130.81 117.81 

在庫増減 0.09 0.14 0.10 0.00 0.00 

輸出 0.14 0.10 0.03 0.00 0.01 

国内供給量 202.87 181.48 198.70 198.63 194.77 

タマネギ 

自給率 39.3% 37.9% 33.7% 34.1% 39.5%

生産量 55.86 49.04 46.35 46.19 40.48 

輸入量 23.39 25.92 25.35 27.74 24.42 

在庫増減 0 0 0 0 0 

輸出 0.14 0.10 0.03 0.00 0.01 
国内供給量 79.11 74.86 71.67 73.93 64.89 

トウガラシ 

自給率 70.6% 65.5% 64.7% 62.5% 62.4%

（出典：Statistical Abstract 2005; FAO STAT） 
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② 主要作物の生産動向 
英国自治領からの完全独立後（1972 年）の「ス」国経済はプランテーション農業に依存して

おり、40％に満たなかった食糧自給率向上のために、イネを中核とした食糧増産を国家目標と

して掲げた。その結果、主としてドライゾーンでの灌漑整備と農民の入植が奨励されイネを中

心に農業生産性が向上した。独立直後の 1975 年にはイネの生産量が 115 万トン、耕地面積 59.7
万 ha であったが、2004 年には生産量が 263 万トンと 2.28 倍、耕地面積も 72 万 ha と 1.2 倍と

なっている。また単収3で見ると 1.93 t/ha から 3.65 t/ha と 1.9 倍になっている（表 2-6）。 
なお 2004 年は前年比でイネの生産量が下がっているものの、単収は微増している。農業開発

省では、イネの生産量が減少したのは農家がタマネギ、ミレット、トウモロコシなどイネ以外

の農産物生産に力を入れたためであり、イネをはじめとして単収が増加しているのは、灌漑施

設の整備、農業機械の普及などの効果が現れてきたものと推測している。 
 

表 2-6 主要作物の生産動向 
 

作物   単位 1975 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

生産量 t 1,154,161 2,859,900 2,695,080 2,859,480 3,071,200 2,628,000 

耕地面積 ha 597,229 832,000 765,040 819,590 911,400 719,690 イネ 

単収 t/ha 1.93 3.44 3.52 3.49 3.37 3.65 

生産量 t N.A. 79,060 68,830 66,890 67,820 76,970 

耕地面積 ha N.A. 8,892 7,940 7,870 7,670 7,470 タマネギ 

単収 t/ha N.A. 8.89 8.67 8.50 8.84 10.30 

生産量 t N.A. 55,860 49,040 46,350 46,190 40,480 

耕地面積 ha N.A. 19,834 17,350 16,290 15,920 13,750 トウガラシ 

単収 t/ha N.A. 2.82 2.83 2.85 2.90 2.94 

生産量 t N.A. 640 620 1,160 2,960 1,890

耕地面積 ha N.A. 690 640 1,260 2,550 1,300ダイズ 

単収 t/ha N.A. 0.93 0.97 0.92 1.16 1.45

生産量 t N.A. 7,374 7,422 7,433 7,413 9,086 

耕地面積 ha N.A. 6,740 5,740 5,570 7,560 5,250 ミレット 

単収 t/ha N.A. 1.09 1.29 1.33 0.98 1.73 

生産量 t N.A. 31,050 28,750 26,420 29,650 35,200 

耕地面積 ha N.A. 28,648 25,710 23,410 27,060 23,430 トウモロコシ 

単収 t/ha N.A. 1.08 1.12 1.13 1.10 1.50 

（出典：FAO STAT） 

  
 
(4)  農業セクターの課題 

1960年代には、茶（紅茶）、ゴム及びココナツが三大輸出農産物であり、貴重な外貨収入源と

なっていたが、前述のとおり1970年代以降はコメを中心とした主要穀物の自給達成が農業セクタ

                                                        
3 単位面積あたりの収量 
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ーの最大の課題となった。そのためドライゾーンにおける灌漑開発と農民の入植が進められた。

現在コメの自給は、ほぼ達成されているが、農業生産性の向上とプランテーションの減少により

増加した小規模農家、貧困農民への支援を促進させることが今後の重要課題となっている。具体

的には市場メカニズムを活用した近代的な農業機械や肥料の活用をより一層拡大させることが望

まれている。 
 
 

2-2 貧困農民、小規模農民の現状と課題 
 

「ス」国では、1 日あたりに必要なカロリー摂取量（2,030kcal）を元に算出した一人あたりの必

要消費支出額（2002 年：1,423 スリランカルピー）を貧困ラインと設定している。1991 年当時の

貧困ライン以下の人口割合は地方 22％、都市部 15％、全国平均で 20％であったが、1996 年では

地方 27％、都市部 15％、全国平均 27％となっている。2002 年の国家統計「Sri Lanka Census of 

Agriculture –2002」では全国平均 23％となっているが、北部などの地方部では 37％に達しており、

地方部では貧困の拡大が進行している。 

なお、｢ス｣国では、保有農地面積が 0.8 ha 以下の農家が小規模・貧困農民と位置づけられており、

貧困ライン以下の人口の約 90％が地方農村部で農業に従事する農民とされている。また、表 2-7

のとおり、保有する農地が 0.4ha 未満の農家が全体の 31.6％、0.4～0.8ha の農家が 30.3%と、保有

する農地 0.8ha 以下の農家が全体の 61.9%を占めている。 
 
 農業開発省は、上記のような貧困農民、小規模農民の課題として、以下の点を挙げている。 
・ 灌漑施設など農業インフラの改修と効率的な運営（津波被害からの復興含む） 
・ 農業研究、その成果の普及（制度改善等含む） 
・ 競争促進、民間活力の導入 
・ 農業金融制度の整備 

 
独立後、「ス」国では人口急増に伴う食糧不足の解消と食糧自給率の向上を図るために、ドライ

ゾーンにおける灌漑施設の復興、新規建設に力を注いできた。これにより英国統治時代の旧式な

灌漑施設が更新されることになったが、近年は施設の更新、増設に加えて、施設の維持、管理面

を重視した農民組織による灌漑施設等の運営、維持管理体制の強化も重視されている。 
紛争地域である北東部、2004年の津波被害の大きかった南部などの地域でも、灌漑施設など既

存農業インフラの改修はもちろん、農民組織による灌漑施設の効率的な運営、維持管理を実現す

ることが優先課題となっている。 
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表2-7 農家土地所有規模 
 

 
農家数 

割合 
（%） 

合計面積

（ha） 
割合 
（%） 

全体 1,787,370 100.0 1,432,545 100.0 

0.4ha未満 564,379 31.6 117,590 8.2 

0.4ha～0.8ha  541,203 30.3 280,694 19.6 

0.8ha以上 681,788 38.1 1,034,261 72.2 

（出典：Sri Lanka Census of Agriculture –2002） 
 
 
 

2-3 上位計画（国家計画／農業開発計画） 

 
(1) 「スリランカの回復 -発展を加速するためのビジョンと戦略-（GOSL2003）」 

 2003 年に世銀などの協力を得て｢ス｣国政府により作成された同戦略は、経済発展により貧

困を克服することを目的としており、国家計画として位置づけられている。この中で｢ス｣国

が直面している課題とその対処法が以下のとおり挙げられている。 

 
 ・雇用機会の増大：新規参入労働力、失業中の労働力などを積極的に雇用するため 200 万

人の新規雇用機会を創出する。 
 ・政府債務危機の克服：経済成長を阻害することなく財政支出を大幅に削減し、税収入の

増大を図る。 
 ・紛争で疲弊した北東部の復興：高い経済成長率を実現することにより、紛争で疲弊した

北東部の復興（避難民の復員、破壊された施設の再建等）に必要な資金を確保する。 
 ・所得水準の向上：生産性の向上により所得水準の向上を図る。このため公共部門を含む

全ての部門の生産性を向上させる。 

 
    農業関連では上記の課題を克服するため、貧困小農部門の自家消費的な農業から商業的農

業への転換及び民営化の促進による農業の活性化が強調されている。 

 
 
(2) 「ケタタアルナ（農村開発計画 2006-2012）」 

農業開発省が中心となり作成されたのが、「ケタタアルナ（農村開発計画 2006 -2012）」である。

同計画は、2005 年 11 月に就任したラージャパクサ大統領の選挙公約である「マヒンダ・チンタ

ナヤ」を元にしており、農業分野の発展を最優先に掲げ、農業生産の向上、収穫後のロスの減少

及び農業生産物の付加価値の向上に重点を置いている。具体的には小規模コミュニティを対象と
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して、野菜、きのこの栽培、有機肥料の製造、土壌改良及び各種研修を中心としたコミュニティ

開発が推奨されている。また｢ス｣国政府により貧困地域と規定されている全国 119 村を対象に村

落開発プロジェクトが現在実施中である。 
 
上記のように上位計画でも地方の農村開発に重点が置かれており、食糧自給、食糧安全保障を

達成するため農業の近代化が推進されている。本年度 2KR においても「ケタタアルナ」対象地域

の農民、農民組織を裨益対象としており上位計画と 2KR は整合性の取れたものとなっている。 
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第 3 章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 

 
3-1 実績 

 
「ス」国における 2KR は 1977 年度より始まり 2001 年度まで連続供与されていたが、農業機械

の維持管理体制が不十分であったため、2002 年度以降は一旦供与が見送られた。その後、2004 年

現地調査にて農機の維持管理体制は在庫管理や故障・廃棄機材の処理の迅速化が進むなど、実施

機関である農業局（DOA）、農業開発局（DAD）による実施体制の改善が確認されたため、2004
年度に供与が再開されている。1977 年からの総累計額は表 3-1 に示すとおり 482.8 億円である。 

 

表 3-1 2KR 実績の累計（1977～2005 年度) 

（単価: 億円） 
年度（西暦） 1977-90  1991 1992 1993 1994 1995  1996  

平成  H3 H4 H5 H6 H7 H8 

供与金額 341.0 19.0 17.0 16.0 15.5 14.5 14.0 

 
1997  1998  1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005  累計 

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17  

13.0 10.0 7.5 6.0 6.0 － － 3.3 － 482.8 

（出典：JICS 資料） 

 
 2000 年度以降、2004 年度までの供与金額の合計は 15.3 億円である（表 3-2）。2000 年度は

歩行用トラクター及び乗用トラクター、その作業機、自脱型コンバインなど農業機械のみの

調達となっているが、2001 年、2004 年度は農業機械に加えて肥料が調達されている（表 3-3）。 

 
表 3-2 至近 5 年度 2KR の供与金額・調達品目（2000～2004 年度） 

 

年度 
供与金額 

（E/N 額） 
調達カテゴリー 

2000  6.0 億円 農業機械 

2001  6.0 億円 農業機械・肥料 

2002  ---  

2003  ---  

2004  3.3 億円 農業機械・肥料 

累計 15.3 億円 --- 

（出典：JICS 資料） 
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表 3-3 至近 5 年度 2KR の調達品目毎の調達数量（2000～2004 年度） 

 
調達資機材 2000 2001 2002 2003 2004 合計 

農業機械 （単位：台）

歩行用トラクター 105 105  100 310

ボトムプラウ 105  4 109

乗用トラクター 22 10  14 46

ロータリーティラー 22 10  3 35

リアグレーダー  4 4

ディスクハロー（オフセットタイプ） 8 5   13

ディスクハロー（タンデムタイプ） 9 5   14

ディスクプラウ 51 54  50 155

水田用代かき機 3  4 7

自脱型コンバイン 6 11  5 22

穀物用平型乾燥機 2   2

籾摺り精米機 3   3

自動脱穀機 3   3

肥料 （単位：トン）

硫安 10,400   10,400

塩化カリ（MOP）   5,250  5,250

（出典：JICS 資料） 

 
 
3-2 効果 
 
(1)  食糧増産面 

食糧増産効果は、農業生産性と生産量が、自然条件・栽培技術等の外部要因や、肥料、農薬と

いった 2KR で調達した農業機械以外の投入の有無によっても大きく左右されることから、2KR の

効果だけを定量的に評価することは極めて困難である。しかし、「2-1 対象作物生産状況」でも触

れたとおり、2KR 実施（1977 年度）以来、今日に至るまで、主要農作物であるイネの生産量は増

加している。これは主としてドライゾーンにおける灌漑開発、単収の増加がその背景にある。こ

の単収増加に大きく貢献しているのが、優良種子の開発であり、その開発を担っているのが国営

種子農場である。従来から 2KR では農業機械（トラクター、コンバイン等）を中心に農業局（DOA）

を通じて国営種子農場に配布しており、コメを中心に豆類、野菜等の種子開発、生産に活用され

ている。 

国営種子農場によると、通常、圃場整備（3 月頃）及び収穫作業（9 月頃）に必要なのはそれぞ

れ 1 ヶ月程度であるが、一般の農家でも同時期に農作業のピークを迎えることから、国営種子農

場では恒常的に労働力が不足している。2003年度に国営種子農場で生産された種子の総量は表 3-4

に示すとおりであるが、農業局によれば 2KR によるトラクターやコンバインの供与がなければ、
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種子生産量は 70～80%程度の規模であった可能性もあるとのことであった。 

 
表 3-4 国営種子農場で生産された種子（2003 年） 

 

種類 数量 

種籾  1,867 トン       

食用作物（10 種類） 109 トン       

野菜種子（9 種類） 10 トン       

果樹（苗、挿し木･接木材、球根等） 269,018 個        

（出所：農業開発省農業局） 

 

 
(2)  貧困農民、小規模農民支援面 

 2KR の基本的な考え方が「食糧増産」から「貧困農民支援」に変更されたことに伴い、援助の

目的の一つとして貧困層への裨益効果がより重視されることになった。これを受けて｢ス｣国農業

開発省は、多くの貧困農民、小規模農民で組織される農民組織での農業機械の共同使用により、

特に地方に多く存在する貧困農民の農業生産性を高め、生活レベルを向上させることを本年度の

2KR の目的としている。 

上記「(1) 食糧増産面」で言及した国営種子農場では生産した種子を近郊の農民に対して廉価（市

場価格の約 90％）で販売している。また農業開発局傘下の農業サービスセンター（ASC）を通じ

て農民組織向けにトラクター、コンバインなどの農業機械を販売するとともに、農機を購入した

農民組織が、農機を所有しない近郊の貧困農民向けに賃耕、賃刈りサービスを実施するなど、貧

困農民、小規模農民を考慮した政策を取っている。 

「ス」国では特にドライゾーンにおいては短い雨季に農作業を集中的に行なう必要があり、さ

らに国内外に出稼ぎに行く男性が多いこともあり、農作業を効率的に行う必要がある。そのため、

近年、歩行用トラクターの需要は高まっており、農業開発省によればコマーシャルベースで年間

12,000 台程度の需要がある。「ス」国政府としても農作業に付随する重労働を軽減しつつ、穀物

の収量増を図るため農業機械化の推進が必要不可欠であるとしている。 

1ha あたりの耕起作業を試算すると、人力で約 120 時間以上、歩行用トラクター（10 馬力）で

は約 15 時間、乗用トラクター（50 馬力）では約 7 時間と想定されている（我が国農林水産省、

全農試験場資料より）。天候、土壌、圃場の形状等により作業時間は増減する可能性があるもの

の、単純計算すれば 2KR で要請されている歩行用トラクター1 台の使用により人力の 13％程度の

時間で耕起することが可能となり、大幅な作業効率化が図られる。 
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3-3 ヒアリング結果 
 
農業分野の支援を実施している関係機関・農民組織に本計画の概要を説明し、計画実施に関す

るコメントを得たので以下に要旨を報告する。 
なお、詳細については、「添付資料 1-2  他ドナー・農民組織からのヒアリング結果」にまとめた。 
 
(1)  裨益効果の確認 

・ 2KR の調達機材（日本製歩行用トラクター）は、軽く、水田で使用しても使い勝手が良い。 
 
(2)  ニーズの確認 

・ 中国製の歩行用トラクターは日本製に比べて三分の一ないしは半分位の価格で購入できる

が、重量が重く、「ス」国の水田の性質に適合しない。 
・ 日本製のものは 4 年から 5 年は故障しないので、初期投資額は高いが、維持管理にコスト

がかからないために、5 年程度のトータルコストを考えれば、日本製は安い。 
・ ハンバントタ（Hanbantota）県及びモナラーガラ（Monaragala）県の農民組織は農業機械を

有さずに、全て人力又は牛などの家畜により農作業を行っており生産性が低いため、農業

の機械化を希望している。 

 
(3)  課題 

  ・ 現金収入を得るために、津波復興事業の建築現場に出稼ぎに行く農民が多く、労働力が不

足している。 
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第 4 章 案件概要 

 
4-1 目標及び期待される効果 

 

「ス」国は GDP の 17％を農業セクターが占める農業国であり、貧困層の約 90％が地方農村部で

農業に従事している貧困農民と言われており、この地方農村部の貧困撲滅が「ス」国の最大の課

題となっている。「ス」国の国家開発計画でも地方農村地域の復興、開発が重点項目として挙げ

られており、本年度 2KR で要請されている農業機械（歩行用トラクター、リバーシブルプラウ、

自脱型コンバイン）は国家開発計画の目的に沿って、これまで人力や家畜に頼っていた農作業に

農業機械を導入することにより、耕起作業を効率的に行い、収穫作業におけるロス率を低減する

ことで、農業生産性及び農家収入の向上を図るものである。 

また「3-2 効果」でも言及したとおり、販売地域近郊の貧困農民、小規模農家向けにも賃耕サ

ービスが予定されており、農機を購入できないような貧困層にも裨益することを目指している。 

さらに、良質な種子を生産している国営種子農場にも農業機械を配布する予定であり、優良種

子の生産性が向上することにより、貧困農民を始めとして「ス」国の農業全体に食糧増産面から

貢献することも期待されている。 

 

（対象地域） 

また本年度 2KR の対象地域は WFP により最貧困（93 地域）又は貧困（82 地域）と分類された

計 175 地域（20 県）としており、貧困地域の貧困克服に直接的に寄与することが期待されている。 

なお WFP は KBS（Knowledge Based Scoring）手法と呼ばれる独自のデータ解析方法により、最

貧困、貧困地域を特定している。これは県レベルでの住民の生活環境、具体的には①食物（コメ、

肉、野菜等）の摂取状況、②食物の入手経路、保存方法、③家族構成、④インフラ（水道、電気、

トイレ）⑤子供がいる場合の小学校への就学状況等を採点して貧困の程度を決定するものである。 

2005 年度に 2KR が貧困農民支援と名称変更されて以降、今回が初めての「ス」国からの 2KR

の要請であるが、前記のように本年度の計画は対象地域及び対象を貧困地域、国営種子農場に限

定しており、貧困農民支援の目的との整合性が図られたものとなっている。 
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              表 4-1 2KR 販売計画リスト 

 

販売対象県 販売予定台数

1. キャンディ Kandy 10 
2. マータレー Mathale 10 
3. ヌワラ・エリア N’Eliya      5 
4. ハンバントタ Hambantona      32 
5. ジャフナ Jaffna      15 
6. キリノッチ Kilinochchi       5 
7. マンナール Mannar       7 
8. ヴァヴーニャー Vavuniya 10 
9. ムラティウ Mullativu       5 
10.バッティカロア Batticaloa       9 
11.アンパーラ Ampara      25 
12.トリンコマリー Trincomalee     20 
13.クルネーガラ Kurunagala     45 
14.プッタラマ Puttalum     40 
15.アヌラダプラ Anuradapuraya     50 
16.ケゴール Kegalle      6 
17.ポロンナルワ Pollonnaruwe     20 
18.バッドウラ Badulla     31 
19.モナラーガラ Moneragala     40 
20.ラトーナプラ Rathnapura     15 
合計     400 
（出典：農業開発局） 

 

 
4-2 実施機関 
 
(1) 組織 
 農業開発省（Ministry of Agricultural Development）が 2KR の実施責任機関である。農業開発省

の農業開発局長が担当のコーディネーターとして、実務を担当する。農業開発省の組織図を図 4-1
に示す。 

人材開発局
法務･

人的資源局
政策決定・

プロジェクト局

農業開発局
（DAD）

農業開発大臣

農業開発省次官

農業局
（DOA）

農地局

 

図 4-1 農業開発省組織図 
（出所：農業開発省） 
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(2)  国家予算 

 2004 年国家財政の経常支出中のおよそ 2.3％にあたる 8,268 百万スリランカルピーが「農業及び

灌漑」として予算計上されている。2004 年の農業関係の予算は 2003 年に減額されたものの、2004

年は 2002 年の額を上回る規模まで増額されている。 

 

表 4-2 「ス」国の国家予算 
          （単位：百万 Rs） 

費  目 2002 年 2003 年 2004 年 
経常支出     

一般公共サービス 80,970 83,361 89,536 

社会サービス 106,096 104,812 107,771 

経済サービス 17,190 14,417 19,901 
農業及び灌漑 7,635 7,002 8,268 
漁業 435 573 303 
鉱工業 736 460 433 
エネルギー・水 385 9 913 
運輸・通信 6,749 4,614 4,601 
貿易・通商 349 297 443 
その他 901 1,462 4,940 

その他 126,591 129,104 140,467 
経常支出合計 330,847 331,694 357,675 

資本支出及び借入れ     
一般公共サービス 4,714 5,203 7,138 

社会サービス 15,690 19,189 28,101 
経済サービス 51,678 58,742 72,066 

農業及び灌漑 6,936 8,420 10,232 
（うちマハベリ計画関連） (2,663) (3,005) (2,048) 
漁業 743 653 2,125 
鉱工業 863 188 698 
エネルギー・水 17,732 23,801 15,458 
運輸・通信 18,916 20,238 25,158 
貿易・通商 151 196 642 
その他 6,337 5,246 17,753 

その他 96 4,276 223 
資本支出及び借入れ合計 72,178 87,410 107,528 

（出典：Annual Report 2003, Central Bank of Sri Lanka） 
 
 

4-3 要請内容及びその妥当性 

 
(1)  要請品目・要請数量・対象作物・対象地域 

＜要請品目・要請数量＞ 

 本年度 2KR では、歩行用トラクター、リバーシブルプラウ（歩行用トラクター用）及び自脱

型コンバインが要請された。各要請品目の内容、及びそのニーズを踏まえた要請の妥当性は以
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下に示すとおりである。本年度 2KR の要請品目を表 4-3 に示す。 

 
表 4-3 平成 18 年度の要請品目 

（単位：台） 

 
貧困地域 

（販売） 

国営種子農場 

（配布） 
合計 

歩行用トラクター 400 50 450 

リバーシブルプラウ 400 50 450 

自脱型コンバイン 0 3 3 

（出所：要請書及び入手資料） 

 

① 歩行用トラクター 
歩行用トラクターは、乗用トラクターと比較して小型で小回りが効くため、一般に小規模圃

場や傾斜地での作業に適している。搭載エンジンにより駆動される軸・耕転部（ロータリー）

で行う耕起・砕土作業と、プラウ・カルチベータ・トレーラーなどによる牽引作業の主として 2
種類の用途があり、水田、畑等での幅広い作業に使用される。歩行用トラクターは農民組織に

販売される予定である。 
農民組織は 1 戸当たりの栽培面積が 0.5ha 程度の農家 4 戸以上から構成されているため、トラ

クターの利用により効率化が実現できる下限面積 1.8ha 以上（我が国農林水産省、全農試験場資

料）を確保できることから、小型で小回りが効く歩行用トラクターの使用は適当である。また

農業開発省によれば、過去に 2KR での農機購入経験がないことを農機販売の条件としており、

可能な限り広くトラクターを販売するような工夫がなされている。 
さらに国営種子農場も、歩行用トラクターの利用により効率化が図れる下限面積である 1.8ha

以上であり、圃場の規模により 1 台から 2 台要請しており、計 50 台となっている。イネ及びジ

ャガイモ、タマネギ、豆類などの食用作物の種子を生産するという「ス」国農業における国営

種子農場の重要性を考慮すれば、配布先としても妥当といえる。 
なお上記全量を調達したとしても農業開発省が算定している｢ス｣国全体の必要数量である

12,000 台には及ばない。 

 

② リバーシブルプラウ（歩行用トラクターのアタッチメント） 
リバーシブルプラウは、歩行用トラクターに装着して、耕起作業を行う最も基本的なアタッ

チメントであることから要請品目としては妥当であり、数量もトラクターと同数とすることは

妥当である。 

 

③ 自脱型コンバイン 
自脱型コンバイン（農業サービスセンター向け）  

自脱型コンバインは、イネの収穫時に、刈取り、脱穀、選別作用を同時に行うために使用す

る農業機械である。対象作物である水稲の刈取・収穫作業を適期に効率よく行うために有用な

機材であり、本機材が適切に配布・使用されれば大規模な種子農場での深刻な労働力不足の解

消と人件費抑制に貢献するとともに、主要作物であるイネの収穫ロス削減に大いに寄与するも

のと判断されることから、要請品目としては妥当である。 
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また当初要請台数は 10 台であったが、本機材の利用対象はイネの作付面積が大きく一般的な

コンバインの効率利用の下限面積 7ha 以上の圃場であることなどを考慮した結果、供給先を圃

場条件が比較的整備されている国営種子農場用に限定し、計 3 台に削減された。そのため、コ

ンバインの数量 3 台は妥当と思われる。 
 

＜資機材の優先順位＞ 

なお「ス」国側は、貧困農民支援の目的を考慮し、直接的に貧困地域の農民に裨益する歩行

用トラクター及びリバーシブルプラウを優先的に調達したいとしている。 

 

＜対象作物＞ 

イネ及びその他の食用作物（トウモロコシ、ミレット、ダイズ、マメ類、トウガラシ及びタ

マネギ等）が対象作物である。 

イネに関しては自給水準を保っているものの、「ス」国の国民食とも言えるカレーの材料と

なるタマネギ、トウガラシ、マメ類の自給率は約 65％と推測され、その多くを輸入に依存して

おり、いまだ主要食用作物の自給は果たしていない。 

また 2004 年の津波による灌漑施設等の被害により、収穫量が減少していることから、コメ及

びその他の食用作物を 2KR の対象作物とすることは妥当であると言える。 

 
表 4-4 各農機の対象作物 

農業開発局（DAD）分 

機材名 対象作物 

歩行用トラクター及びリバーシブルプラウ

（運搬目的利用も含む） 
イネ、その他の食用作物（トウモロコシ、ミレッ

ト、ダイズ、マメ類、トウガラシ及びタマネギ等）

 
農業局（DOA）、国営種子農場分 

機材名 対象作物 

歩行用トラクター及びリバーシブルプラウ

（運搬目的利用も含む） 
イネ、その他の食用作物（トウモロコシ、ミレッ

ト、ダイズ、マメ類、トウガラシ及びタマネギ等）

自脱型コンバイン イネ 

（出所：要請書及び入手資料） 

  

④ ソフトコンポーネント 

農業機械のメンテナンス等に関する DAD、DOA の職員向けのトレーニングの実施が要請書

に記載されていたが、現地で協議した結果、機材の調達を最優先したいとの希望が DAD、DOA

から出された。サイト調査の結果でも当面は農業機械の導入を優先したいとの農民組織の意向

が強く、ソフトコンポーネント実施の必要性は低いと判断された。 

 
(2)  ターゲットグループ 

① WFP が最貧困又は貧困地域と分類した 175 地域（20 県）の農民組織 
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② 国営種子農場 

 

貧困地域にある農民組織に対しては農業開発局（DAD）傘下の農業サービスセンターを通じ

て 2KR の農業機械が販売される。販売先は農民組織、農業サービスセンター担当者などから構

成される地方の農業委員会で選定され、選定の際には原則として、過去に 2KR の農業機械を購

入したことのある農民組織は販売先から除外するなど、2KR が可能な限り広く裨益するように

考慮している。また農機を購入した農民組織が、農機を所有しない近郊の貧困農民向けに賃耕、

賃刈りサービスを実施するなど、貧困農民、小規模農民を重視した政策を取っている。 

さらに国営種子農場へは農業局（DOA）を通じて配布される。同農場では、「ス」国全土の

コメ、野菜及びその他の食用作物の種子を開発・生産しており、「ス」国農業における貢献度

は非常に高い。また近郊の農民に市場価格の 90%程度の価格で種子を販売するなど、貧困農民

へも配慮している。 

以上に加えて、｢ス｣国の貧困地域の農民は津波被害の復興地域や国外に出稼ぎに行くことが

多いため、農作業を一層効率的に行う必要性が高まっている。このように「ス」国においては、

農作業に付随する重労働を軽減しつつ、穀物の収量増を図るため農業機械化の推進が必要不可

欠な状況であることから貧困地域の農民組織（農民）、国営種子農場をターゲットグループと

することは妥当と思われる。 

 
(3)  スケジュール案 
 「ス」国の作物別の作業暦は図 4-2 のとおりである。 

イネはマハ期、ヤラ期の両時期で収穫できる地域が多い。タマネギは地域によっては年に 4 回以

上収穫できる地域もあるが、その他の食用作物は主に乾季であるヤラ期に収穫を行う場合が多い。 

 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

作物名

イネ（ヤラ期）

イネ（マハ期）

ジャガイモ

タマネギ（レッドオニオン）

タマネギ（ビッグオニオン）

トウガラシ

豆類

凡例 耕起：△     播種／植付：○     施肥：□     防除：▲     収穫：◎     脱穀：◇

ヤラ期 マハ期マハ期

 

図 4-2 「ス」国農業の主要食用作物の作業暦 

 
自脱型コンバインはイネの収穫時期である 3 月又は 9 月頃に必要とされることから、2 月又は 8

月頃までに納入されることが望ましい。 
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(4)  調達先国 

 これまで「ス」国に対して実施されてきた 2KR では、交換公文記載の調達適格国に従って日本

製の資機材が調達されており、実施機関及びサイト調査を行った農民組織、国営種子農場から高

い評価を得ている。 

「ス」国側は引き続き調達先国を日本とすることを希望しており、今回の調査でも市場で一般

的に販売されている歩行用トラクターは、日本製（新品、中古を含む）が主流であった。なお日

本製と類似したモデルである中国製は価格は安いものの、耐用年数が短く、故障も多いことから

農民のニーズが低い。以上からメンテナンス面を考慮した場合、「ス」側希望どおり調達適格国

を日本とすることは妥当である。 

コンバインについても、「ス」国側は調達適格国を日本としたい旨を希望している。こちらも

市場調査の結果、日本製のコンバインが大半を占めていることが確認されており、一定の品質を

確保すること、メンテナンスが容易であること、稲作用の自脱型コンバインを製造しているのが

日本のみであることなどを考慮すると、調達先国を日本とすることは妥当と思われる。 

 

 
4-4 実施体制及びその妥当性 

 
(1)  配布・販売方法・活用計画 

 2KRで供与された機材は、以下のとおり販売・配布される。  

 
＜農民組織に所属する貧困農民への販売＞ 

要請された450台の歩行用トラクター及びリバーシブルプラウのうち400台は、農業開発局傘

下の農業サービスセンター（Agrarian Service Centre）を通じて、農民組織に販売される。機材

の受け渡しは、農業サービスセンターが前金を徴収した時点で行われ、機材代金の10％程度の

頭金を支払い、残金は3年間の月賦で支払われる予定である。2004年度2KRでは、頭金30,000ス
リランカルピー、3年間36回の分割払い（約9,000Rs/月）で販売されている。 

また販売された歩行用トラクターは、農民組織内及び近郊の貧困農民を対象とした賃耕サー

ビスに充てることが予定されており、歩行用トラクターを保有しない農民も農業機械を使用す

ることが可能になる。サービス料金については全国一律ではないが、各地域農業サービスセン

ターで決定されている。一般的な価格は以下のとおりである。 
・ 耕起作業： 1,700Rs/1エーカー（約0.4ha） 
・ 砕土作業：  900Rs/1エーカー（約0.4ha） 
・ 運搬作業： 1,700Rs/8時間 

 

農業開発局を通じて販売される歩行用トラクター及びリバーシブルプラウの販売体制は以下の

とおりである。農業サービスセンターは、農業開発局の管理下にあって「ス」国内に約 500 ヶ所

あり、農民組織を通じて、農民啓蒙活動、種子の配布等を行っている。 
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農業開発局 
（DAD：Department of Agrarian Development） 

↓ 

 
農業サービスセンター 

（Agrarian Service Centre） 
 

↓ 販売 

 農民組織（農民）  

 
図 4-3 資機材販売体制（農業開発局分） 

 
農民組織向けに販売される歩行用トラクターは、農民組織の責任のもとで維持管理が行われ

る。農民は歩行用トラクターの活用には習熟しており、簡易な修理は自ら行っている。聞き取

り調査を行った中では、約15年前に購入した歩行用トラクターを使っている例も確認出来た。

その他、周辺の民間修理工場に修理を依頼することも可能であり維持管理体制に支障はない。 
なお、過去に2KRで歩行用トラクターを購入した農民組織に聞き取り調査を行った範囲では、

日本製の歩行用トラクターの純正スペアパーツの入手についても問題はなく、コロンボにある

メーカー代理店に注文し、確実に購入することが出来るとのことであった。 
 

＜国営種子農場で使用される機材＞ 

農業局は全国に 17 ヶ所ある同局管轄の国営種子農場を通じ、優良種子の増殖、販売、普及を

行っている。農業局に割り当てられる 2KR の農業機械は、農業局傘下の国営種子農場に配布さ

れ、種子生産目的に使用される（図 4-4）。 

 
 

農業局 
（DOA：Department of Agriculture） 

↓ 

国営種子農場 

 

図 4-4 資機材配布体制（農業局分） 

 
なお国営種子農場では、イネおよびその他食用作物の原種（Registered seed）及び検定済み種

（Certified seed）を生産している。 
① 増殖用種子（Breeder seed） ：種子研究所で開発される「第一世代」 
② 原原種（Foundation seed）  ：増殖用種子を元に種子研究所で生産される「第二世代」 
③ 原種（Registered seed）     ：原原種を元に国営種子農場で栽培生産される「第三世代」 
④ 検定済み種（Certified seed） ：国営種子農場及び契約種子生産農家で委託生産される「第 
     四世代」の優良種子として農家に販売される 
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表 4-5 種子の生産機関 

 

 増殖用種子 

Breeder seed 

原原種 

Foundation seed

原種 

Registered seed 

検定済み種 

Certified seed 

イネ  種子研究所 国営種子農場  

その他食用作物（トウ

モロコシ、ミレット、ダ

イズ、マメ類、タマネギ）

種子研究所 種子研究所 国営種子農場 国営種子農場 

契約種子生産農家

トウガラシ  種子研究所 国営種子農場  
（出典：農業開発省聞き取り） 
 

国営種子農場向けに配布される農業機械の維持管理は、日常点検、消耗部品の交換、簡単な

修理などは国営農場に付属するワークショップを利用できる体制が構築されている。また本格

的な修理を要する場合は周辺の民間の修理整備工場にて行うことが可能である。 
機械本体と共に 2KR において調達されたスペアパーツのうち、消耗品は国営農場が、その他

の部品は農業局本部で保管し、必要に応じて種子農場へ配布する。サイト調査では、供与後 15
年以上経過した乗用トラクターを現在も使用しており、維持管理体制には問題がないと思われ

る。 
 

(2)  技術支援の必要性 

前述のとおり、請書に記載されているソフトコンポーネントについては、当面必要ないことを

確認した。 

 
(3)  他ドナー・他スキームとの連携の可能性 

「ス」国では、現在、2KR 以外には、他ドナー等から農業機械又は肥料調達のための援助を受

けていない。FAO が過去に 10 台未満の歩行用トラクターを農民組織経由で供与している実績が

確認できたが、主として国際機関等では、マイクロファイナンスを通じて資金を提供するのみで

ある。FAO 担当者によれば、現状 2KR と連携する構想はないとのことであった。 

 
(4)  見返り資金の管理体制 

財務計画省対外援助局（日本担当課）が、見返り資金の監督機関として、中央銀行の見返り資

金の積立状況を確認し、資金管理を行っている。 

 積み立てられた見返り資金は、財務計画省対外援助局が各省からの使用要請を取りまとめた上

で選定し、在スリランカ日本国大使館と協議の上、使用されている。 
見返り資金の積立に関しては、国営種子農場向け機材については農業局が担当している。また

農民組織へ販売される機材については農業開発局が担当し、局予算に計上し中央銀行にて積立処

理される。 
見返り資金の積立体制を以下に示す。 
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農機分見返り
資金義務額の
予算措置

FOB(船積）価格の

2/3が義務額
農機分見返り
資金義務額の
予算措置

積 立 口 座 （ 中 央 銀 行 ）

見 返 り 資 金 使 用 プ ロ ジ ェ ク ト

農業開発局 （DAD）

財務省対外援助局（ERD）
（使用要請取りまとめ）

歩行用トラクター、
リバーシブルプラウ

農業局 （DOA）

農 業 開 発 省

国営種子農場 農民組織

歩行用トラクター、
リバーシブルプラウ、コンバイン

 

図 4-5 見返り資金積立体制 
 

＜農業局（国営種子農場）向け機材の場合＞ 
歩行用トラクター、リバーシブルプラウ及び自脱型コンバインは国営種子農場に無償で配布

される。国営種子農場は同機材を利用して生産される種子を民間種子農場、種子農家、農業サ

ービスセンター、農民組織、農民へ販売し、販売代金は国営種子農場の収入として農業局の予

算に編入される。見返り資金は農業開発省の予算措置により積み立てられている。 
 

＜農業開発局向け機材の場合＞ 
販売される機材は歩行用トラクター、リバーシブルプラウである。同機材の売上金（頭金及

び割賦回収代金）は、各農業サービスセンターから県農業開発局事務所を通じ中央政府の農業

開発局へ送金され、「農業サービス基金（ASF：Agrarian Service Fund）」となり、見返り資金と

して積み立てられ、各地の農業支援活動に使用される。 
 
 
                 表 4-6 見返り資金積立実績 
 

Rs/$ Yen/$ Rs/Yen

1998 1,000,000,000 2/3 66.943 120.58 0.5551750 593,064,384 219,503,008 324,062,727 147.6%
1999 750,000,000 2/3 71.181 113.40 0.6276984 441,230,300 184,639,706 302,268,288 163.7%
2000 600,000,000 2/3 82.152 112.21 0.7321273 390,499,189 190,596,735 289,333,964 151.8%
2001 600,000,000 2/3 89.926 121.61 0.7394622 393,266,600 193,870,527 294,458,641 151.9%
2002 - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - -
2004 330,000,000 1/2 99.443 105.31 0.9442883 247,160,980 116,695,610 40,145,670 34.4%

合計 2,065,221,453 905,305,586 1,250,269,290 138.1%

累計積立額
（Rs）

E/N限度額
（円）

積立義務比率年度 積立率
（％）

換算レート
FOB総額

（円）
積立義務額

（Rs）

 
（出典：財務計画省） 

 
「ス」国の積立義務額は過去、E/N では資機材の FOB 価格の 2/3 相当となっている。積立て
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口座は 2000 年度 2KR 分まで全て同一口座で積み立てていたが、日本側が年度毎の口座管理を

求めたこと等を受け、2001 年度以降は 2 つの口座にて管理している。1998 年以降は現在積立途

中の 2004 年度を除いて積立義務額 100％以上の見返り資金を積み立てている。 

 
(5)  モニタリング評価体制 

農業開発局は、農業機械の維持管理・貸し出し記録に基づき、使用状況、転売の有無等を定期

的にチェックし、必要に応じてランダムにチェックを行っている。 

 
(6)  ステークホルダーの参加 

 歩行用トラクターの販売は、農民からの要望に基づいて決定されている。販売先を決定するに

当たっては農民組織、各地域の農業サービスセンターが関与しており、ステークホルダーの参加

機会は確保されている。 

 
(7)  広報 

 「ス」国においては、トラクター及びコンバインといった 2KR で調達された農業機械は労働力

軽減の観点から国家的に重要な位置付けがなされており、E/N 調印や資機材引き渡し時のみなら

ず、折に触れ、新聞・ラジオ、テレビ等の取材を通じて幅広く話題として取り上げられている。 

 2004 年度に調達された農業機械（歩行用トラクター、自脱型コンバイン）の引渡式は、農業開

発大臣をはじめ 3 人の大臣、マスコミ関係者及び農民を含む総勢 200 名以上の参加の元で盛大に

行われた。 

 
(8)  その他（新供与条件について） 

＜見返り資金の外部監査＞ 

「ス」国財務計画省は、会計検査院（Auditor General）が政府機関の監査を実施していること

から｢ス｣国の制度的に外部監査を導入できないと主張している。政府間協議の席などで日本側

は外部監査の導入が貧困農民支援実施の前提条件であると説明し、「ス」国側と調整中である。 

 

＜見返り資金の小農・貧農支援への優先使用＞ 

 見返り資金の小農・貧農支援への優先使用については合意済みである。 

 

＜四半期ごとの連絡協議会の開催＞ 
四半期ごとの連絡協議会の開催については「ス」国側と合意済みである。既に連絡協議会の

一環として 2006 年 5 月に 2004 年度コミッティー・ミーティングが開催された実績がある。 
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第 5 章 結論と提言 

 
5-1  結論 

 
「ス」国では本年度 2KR で想定している対象地域を WFP の貧困マップにより、最貧困又は貧

困と区分されている地方としていることから、今回の協力は｢貧困農民支援｣に適うものであると

いえる。また既存農業インフラの整備を図り、地方農村部を中心とした貧困を克服することを上

位計画（農業開発計画）の目標としており、本年度 2KR において要請されている農業機械は貧困

地域における農機の導入、機械化の推進という観点から、十分に上位計画の内容を反映したもの

となっている。 
 

 要請品目： 
① 歩行用トラクター及びリバーシブルプラウは小型で小回りが良いため、小規模圃場

や傾斜地に適している。アタッチメントであるリバーシブルプラウを牽引すること

により、耕起・砕土作業など水田、畑で幅広い作業に活用されるなど汎用性が高い

ことから、農村部の貧困農民のニーズが高い。 
② 自脱型コンバインは稲及び麦類の収穫に活用し、刈取り、脱穀、選別作業を同時に

行える農機であり、収穫量の増大が大きく期待される。また「ス」国全体の優良種

子の生産を担っている国営種子農場を配布対象としていることから、「ス」国の農業

全体に与える貢献度も高い。 
 

 要請数量 ：当初要請数量の歩行用トラクター及びリバーシブルプラウ 450 台につい

ては配布対象地域の圃場状況、規模等を考慮したものとなっている。自脱型コンバイ

ンについては 10 台が要請されたが、小規模農民の農機購入に関する購買力の低さ、

「ス」国における優良種子生産を担っている国営種子農場の重要性を考慮し、国営種

子農場向けの 3 台を優先することとなった。 
 

 新供与条件：見返り資金の小農・貧困農民への優先使用、四半期毎の連絡協議会の実

施については合意を得た。但し、外部監査に関しては、制度上、監査法人等の民間セ

クターによる会計検査は許されないとしており、見返り資金の民間法人による外部監

査は導入に至っていないことから、引き続き検討課題となっている。 
 
上記のように見返り資金の外部監査については、「ス」国の制度上まだ導入されていないが、そ

れ以外の貧困農民支援に関する新規供与条件については、既に合意、導入されている。広報につ

いても E/N 調印、引渡式などがテレビ、ラジオなどで大きく報道されており、2KR に関する「ス」

国での認知度は高い。 
要請品目、数量についても農業開発省との協議及びサイト調査、ヒアリングなどから、ニーズ

の高いことが確認されており、本年度の実施については妥当と判断できる。 
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5-2 課題・提言 
 
(1) 見返り資金の外部監査 
上記のように｢ス｣国側は規定上、民間セクターによる見返り資金の外部監査は出来ないと主張

している。日本側は繰り返し、外部監査が 2KR 実施の前提条件である旨は説明しているが、理解

を得られていないのが現状である。外部監査については見返り資金の透明性確保を最大の目的と

していることから、「ス」国のような国内法制度の制約がある国については、関係者からの影響を

受けない独立した監査の実施が確保される場合、対象国の実情にあった柔軟な対応を今後検討す

ることも必要と思われる。 
 

(2)  モニタリング体制の拡充 
これまでに 2KR で供与された農業機械の販売先情報等は、農業開発省が把握している。しかし

2KR が「貧困農民支援」となった現在では今まで以上に｢貧困農民｣に対する裨益効果を評価する

重要性が高まっていることから、その第一歩としてモニタリング体制の拡充が望まれている。 
 

(3)  調達資機材の維持管理費用の確保 
 過去に調達された農業機械の維持管理については、概ね良好な状態であった。スペアパーツ等

の購入に際しては、コロンボなどでメーカーの代理店から問題なく調達できる環境にあり、市場

も形成されている。しかし、その購入にあてる「ス」国政府内の予算は必ずしも十分ではなく、

十分な維持管理費用の確保が求められている。 
 
上記（2）モニタリング体制の拡充、（3）調達資機材の維持管理費用の確保を実現するには農業

開発省（農業局、農業開発局）の人的、予算的拡充が不可欠となる。そのため日本側としても農

業開発省に対しては、その体制、予算が整備されるようモニタリング及び調達資機材の維持管理

の重要性を引き続き指摘していく必要がある。 
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添付資料 2 

 

他ドナー・農民組織からのヒアリング結果 

 

＜WFP＞ 

WFP は貧困層の中でも最も貧しい人々を対象とした支援に重点を置いている。貧困削減

には灌漑施設などのリハビリが必要であり、農民に対する操作トレーニングをセットにし

た援助を実施している。 

 

WFP では、小農、失業中の季節労働者や土地を持たない労働者、北部・東部の紛争地域

に暮らす人々、紛争地域から逃れた国内避難民や帰還民など、貧困層の中でも最も貧しい

人々を対象とした支援に重点が置かれてきた。しかし、これと並行して、スマトラ沖大地

震と津波の発生を受けて、津波被災者の救援活動や復興支援にも支援活動を拡大している。

スリランカは、今後も食糧援助が引き続き必要とされ、WFP は 2007 年末まで、復興を下支

えしていく計画である。 

機材にアクセスできるマイクロクレジットを通じて、灌漑ポンプ、スプレーヤー又は脱

穀機などの資機材を調達できるため、基本的には機材の供与はしないが、過去に農薬散布

用スプレーヤーを供与した実績がある。 

 

歩行用トラクターによる労働力削減は、食用作物の生産性を上げ、現金収入を上げるこ

とにより、貧困削減に寄与すると感じる。 

コンバインは、イネ生産の効率化には貢献し、またきれいに刈り取ることで付加価値が向

上するが、初期コストが高いために、貧困削減には直接的には貢献しないと感じる。 

 

＜IFAD＞ （Dry Zone Livelihood Support and Partnership Programme） 

IFAD は農業分野の目標を、農業生産性向上、収入増加におき、農業開発省・IFAD 共同

で、ドライゾーンの 4 県の 1,077 地域を対象に、マーケティング、畑作の生産性向上、ニッ

チ市場への参入促進等による貧困層の所得・生活水準向上プログラムを実施している。そ

の他、畑作農業開発、マーケティング技術向上、灌漑設備のリハビリ、マイクロファイナ

ンスの実施、収入増加支援等の活動を行っている。 

 

以下の基準により、対象地域を選定している。 

 

・住宅状況 

・1 人当たりの収入 

・生活補助の受給率 



・1 人当たりの耕作可能面積 

・飲料水の有無 

・灌漑可能耕地面積の割合 

・中心都市からの距離 

・女性の文盲率 

・小学校入学率 

 

機材供与は実施していないが、マイクロファイナンスを実施することにより、貧困層が

農業機械にアクセスできるようになっている。貧困層のボトムアップという観点からは、

やはり歩行用トラクターが最も貧困削減に寄与すると思われる。歩行用トラクターは、農

作業に加えて、移動・輸送手段、灌漑ポンプの動力源等多くの活用方法があるために大変

有用である。 

 

＜GTZ＞ 

GTZ は「ス」国では、貧困地域及び紛争地域に特化した支援を実施している。2004 年 12

月に発生した津波による被害に対する緊急支援も上記地域を中心に行っている。 

GTZ では、1）北東部の復興・食糧安全、2）紛争地域の平和促進、3）社会的連帯に対する

教育を重点項目と掲げ、小規模又は中規模の企業に対する雇用促進を最重点において、持

続的な経済発展に寄与する援助を行っている。 

具体的には、1）小規模又は中規模の企業の基盤整備、2）地域社会の発展、3）職業・技

術訓練、4）財務システムの整備を行っている。 

マイクロファイナンスにより小農が農業機械を購入できる資金を提供しており、資機材

を直接農民に対して供与はしていない。 

貧困地域から津波被災地での復興事業に労働者として出稼ぎに出る小農が多く、農村部

では労働力が不足して農作業に支障をきたすことが多いために、歩行用トラクターは非常

に重要である。また、歩行用トラクターは、農作業に加えて、移動のための手段としても

使用でき、農民には有用である。 

 

＜FAO＞ 

食糧安全保障のための特別プロジェクトを、水や土地資源が乏しい地域を対象に実施し

ている。このプロジェクトは、北西部の 2 地域の農民グループを対象に、農業システムの

改善、高地や水田での水利管理に焦点をおいている。 

食糧安全保障のための特別プロジェクトでは、北・東部の 7 地域を対象に、農業・畜産・

水産分野のデモンストレーションやトレーニングを行っている。資機材や資金が不足する

農民には、リボルビングファンドより、資金が貸し出される。 

農民組織経由で中国製の歩行用トラクター2 台を供与した実績がある。歩行用トラクター



は有償で農民組織に供与され、期間は決まっていないが代金返済後に農民組織に譲渡され

る。一般的に、コンバインや乗用トラクターは農民の収入レベルを超えていると思われる

ため、農民の間で高い需要がある歩行用トラクターを供与しており、今後は 8 台の供与を

予定している。 

歩行用トラクターを供与する際の選定基準は、IFAD と同様な基準で、貧困度・収入・土

地所有規模等を勘案して決定されているが、返済の義務があるために、一定以上の収入が

ある農家を対象としている。 

過去 3 年間は豊作であり、コメの余剰も生じている地域もあるが、基本的にはコメから

だけの収入だけでは農民の生活は苦しいため、換金性の高い農産物も生産する、コメの付

加価値を高めるといったことが必要であり、その手段のひとつとして、貯蔵やポストハー

ベストの機材の導入が考えられる。 

2KR については、過去に 2KR の見返り資金にて、Seed Project を実施した経験があり、日

本政府に感謝している。 

 

＜農民組織＞ 

今次調査にて、過去に供与を実施した Galle 県、今年度対象地域である Matara 県及び

Hanbantota 県の 6 農民組織に聞き取り調査を実施した。 

 

Galle 県及び Matara 県は、南西部に属し、雨量も多いために、比較的裕福であった。聞き

取りを実施した農民組織の全てが歩行用トラクターを有し、灌漑設備も有するため、二期

作を行い、コメについては自給を達成している。但し、売却分のコメからは利益が出ない

という声が多かった。 

農民から共通して挙がったのは、日本製の 8 馬力クラスの歩行用トラクターは、軽く扱

い易いため水田での使い勝手が良いという意見である。中国製の歩行用トラクターは日本

製に比べて 3 分の 1 ないしは半分位の価格で購入できるが、重く、水田の質に合わず、ま

た故障することが多い。日本製のものは 4 年から 5 年は故障しないので、初期投資額は高

いが、維持管理にコストがかからないために、5 年程度のトータルコストを考えれば、日本

製のほうが安いという声が多かった。 

 

Hanbantota 県及び Monaragala 県は、WFP の貧困マップで最貧困に属する地域が多い。こ

の地域はドライゾーンに属し、雨量が少なく、天水による一期作でコメを栽培している。

聞き取り調査を行った 2 つの農民組織は農業機械を有さずに、全て人力又は畜力にて農作

業を行っている。現金収入を得るために、津波復興事業の建築現場に出稼ぎに行く農民が

多く、労働力が不足している。近年は雨量が豊富で、コメの自給はできているが、旱魃が

何年も続くこともあり、いったん凶作になるとコメが不足してしまうことを心配している。

凶作に備えるためにも歩行用トラクターがあれば農作業が効率的に行え、収量が上がると



のことであった。 

 

聞き取り調査を実施した農民組織の概要を以下に示す。 

 

農民組織の概要 

県（District） 地域名 農

家 

戸

数 

平均耕地 

上段イネ 

下段畑作 

（ha） 

保有 

歩行用 

トラクター

（台） 

平均単収 

イネ 

 

（t/ha） 

イネ以外

の作物 

Galle 

 

Uragasmanhandiya 98 0.5 5 60 

二期作 

シナモン 

バナナ 

 Karandeniya 85 1 4 55-60 

二期作 

シナモン 

ココナツ 

 Wonduramba 62 1.5 4  茶 

Matara Deiyandara 85 1.5

1.5

3 80 シナモン 

野菜 

Hanbantota Weerawila 42 2.0

2.0

0 75 

一期作 

豆類 

トウモロ

コシ 

トマト 

ピーマン 

Monaragala Thanmalawila 26 1.4

2.0

0 60～70 

一期作 

アワ 

ヒエ 

ゴマ 

カボチャ 

果物 

（出典：聞き取り調査） 
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